
小坂町新住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和3年5月1日告示第28号

第１章 総則

（目的）

第１条 この補助金は、住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲

内において補助金を交付し、住宅投資の波及効果による地域経済の活性化を図るととも

に、既存住宅の居住環境の質の向上と人口減少社会における空き家化の防止を図ること

を目的とする。

（通則）

第２条 小坂町住宅リフォーム支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

ては、小坂町財務規則（平成２４年小坂町規則第５号）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。

第２章 住宅リフォーム支援事業

（用語の定義）

第３条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１）住宅 自己所有の住宅であって、自己居住に供する部分を有する専用住宅及び併

用住宅

（２）増改築 既存の住宅に増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替える

こと

（３）リフォーム 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を

修繕・補修・模様替え・更新（取り替え）などを行うこと

（補助対象者）

第４条 補助金の交付対象となる者は、小坂町に住民登録をしている者 （工事完了後に

町内に転居する世帯を含む）で、第１号から第４号までのいずれにも該当する者とする。

（１）自ら居住する住宅の増改築やリフォーム（以下「リフォーム等工事」という。）

を行う者

（２）リフォーム等工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含む。）が５０万

円以上の場合は、あきた安全安心住まい推進事業関係補助金の交付決定を受けた者

（ただし、県が規定する補助金要綱により交付を受けられない者は除く。）

（３）同一世帯員全員が町税等を完納している者

（４）自ら居住する住宅が賃貸住宅の場合には、当該賃貸住宅の所有者からリフォーム



等工事について同意を得ている者

（５）各号に定めるもののほか、町長が認める者

（補助対象住宅）

第５条 補助金交付の対象となる住宅は、町内の住宅であって、次に掲げる住宅とする。

（１）一戸建て住宅又は共同住宅（同一敷地内の住宅用の車庫、物置含む（別棟も

可）。）

（２）併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が、建物全体の１／２（住宅用車庫、

物置の面積除く）以上であること。

（３）賃貸住宅の場合は、申請者が居住している専有部分のみであること（物置、車庫

等の非住宅部分は含まない）。

（４）建築後一年以上を経過している住宅

（補助対象工事等）

第６条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、前条各号の

補助対象住宅に係る工事であって、次の各号に掲げるすべてを満たす工事とする。

（１）リフォーム等工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含む。）が１０万

円以上であること

（２）町内に事業所を有する法人、又は町内に住所を有する個人事業主であり、かつ、

小坂町建設業者等級格付名簿または小坂町小規模修繕等希望者登録名簿に登載され

た者が施工するものであること

２ 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。

（１）公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事

（２）門・塀等、いわゆる外構工事（リフォーム等工事に関わる工事を除く）

（３）備品購入が主な内容の工事

（４）他の補助制度で、補助金の交付を町から受けている部分の工事

（５）その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用

（補助金の額）

第７条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

（１）リフォーム等工事に要する費用（消費税及び地方消費税の額を含む。）の ２／

１０に相当する額（その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て

た額。）を限度とする。ただし、当該補助金の額が２０万円を超えるときは２０万

円とする。

（２）あきた安心安全住まい推進事業関係補助金の交付を受ける場合は、県補助額を前

号本文の額から差し引いた額とする。

（３）前号の金額が２０万円を越える場合は、２０万円とする。

（４）前年度までに新住宅リフォーム支援事業により補助金を受けた住宅または申請者

にあっては、それらと工事箇所又は工事内容が異なるものに限り、前年度までに受

けた補助金額との合計額で、２０万円を限度とする。



（５）補助金は、一の住宅または申請者について同一年度内に一回とする。

第３章 補助金の交付手続き等

（補助金の交付申請）

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事着手前に

別表１に掲げる事業の補助金交付申請書（以下「申請書」という。）に、必要な書類を

添付し、町長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定等）

第９条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金

の交付を認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

（補助金交付申請の辞退）

第１０条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助

金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した

日から１０日以内に申請を辞退することができる。

２ 前項の規定による辞退又は自己都合による辞退する場合は、補助金交付申請辞退（取

り下げ）届（様式第３号）により届け出なければならない。

３ 前項により届出があったときは、補助金の交付決定及び申請はなかったものとみなす。

（事業内容の変更）

第１１条 申請者は、第９条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る

補助金の交付の決定内容に変更が生じたときは、原則として、変更内容の工事に着手す

る前までに、小坂町新住宅リフォーム支援事業補助金交付変更申請書（様式第４号）に、

次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

（１）工事請負変更契約書又は変更請書の写し

（２）工事変更内訳明細書の写し

（３）変更部分に係る工事着手前の写真

（完了実績報告）

第１２条 申請者は、補助金の交付対象となる工事が完了したとき（増改築の場合におい

て、建築基準法第６条第１項及び同法第６条の２第１項の規定による確認済証の交付を

受けたときは、同法第７条第４項及び同法第７条の２第４項の規定に基づく検査を受け

た日、それ以外のリフォーム等工事にあっては、工事請負業者から対象工事の引渡を受

けた日）は、当該年度の３月３１日までに、別表２に掲げる事業の完了実績報告書（様

式第６号）（以下「実績報告書」という。）に、必要な書類を添付し、町長に提出しな

ければならない。



（補助金の額の確定等）

第１３条 町長は、申請者から前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、書類の

審査及び必要に応じて行う現地検査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した

条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

２ 前条に規定する実績報告書の提出を受け、すでに行った交付の決定の変更を要すると

きは、第９条の例により通知するものとする。

（補助金の支払い）

第１４条 補助金の支払いは、前条第１項の規定による額の確定後、支払うものとする。

（是正のための措置）

第１５条 町長は、第１２条に規定する実績報告書の提出を受けた場合において、書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、補助対象住宅及び補助対象工事が規定

する要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを

申請者に対して求めることができる。

（財産の管理）

第１６条 申請者は、補助金を受け取得した財産・機器等について、善良なる管理者の注

意をもって管理しなければならない。

（補助金の交付決定の取消し及び返還）

第１７条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の

全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命

ずることができるものとする。

（１）提出書類の記載事項に虚偽があるとき

（２）前条の規定に基づく措置をとらなかったとき

（３）補助金交付決定通知書に記載の交付条件に従わなかったとき

（４）その他町長が不適当と認めたとき



別表１ 補助金交付申請書類一覧（第８条関係）

新住宅リフォーム支援事業にあっては、補助金交付申請書（リフォーム様式第１号）に、

次に掲げる書類を添付すること。

⑴ 工事請負契約書又は請書の写し

⑵ 工事内訳明細書の写し

⑶ 補助対象工事を行う住宅又は住宅の部分の工事着手前の写真

⑷ 第４条第２号に該当する者による申請の場合は、当該事業の交付決定通知書の写し

⑸ 小坂町外に在住の方は、住民票謄本と納税証明書

⑹ 第４条第４号に該当する場合は、所有者の同意書

⑺ 各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

別表２ 完了実績報告書書類一覧（第１２条関係）

新住宅リフォーム推進事業にあっては、補助金完了実績報告書（ﾘﾌｫｰﾑ様式第６号）に、

次に掲げる書類を添付すること。

⑴ リフォーム等工事に要した工事代金の領収書の写し

⑵ 補助金の交付対象となる工事を行った住宅又は住宅の部分の工事着手前及び工事完

了後の写真

⑶ 増改築工事の場合、建築基準法第６条１項及び同法第６条の２第１項の規定による

確認済証の交付を受けたときは、同法第７条第５項及び同法第７条の２第５項の規定

に基づき交付された検査済証の写し

⑷ 小坂町指定様式の請求書

⑸ 補助決定通知書の写し

⑹ 工事完了後に入居する場合は入居後の住民票謄本

⑺ 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

附 則（令和3年5月1日要綱第16号）

1.この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

2.この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

附 則（令和7年4月1日要綱第14号）

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


